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令和７年１２月２４日（水） 

令和７年度第１回多摩市みどりと環境審議会議事録 

 

午前１０時０２分開会 

○環境政策課長  それでは、定刻を少し過ぎましたが、令和７年度第１回多摩市みどり

と環境審議会を開催いたします。 

 本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本審議会の事

務局を務めます環境部環境政策課長のｂです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まずは本日の出席者の確認をいたします。本日、Ｄ委員につきましてはリモートでの参

加、そしてＫ委員につきましては欠席、今、Ｊ委員につきましては遅れているという情報

が入っておりますので、今現在、本日の出席委員は１５名でございます。 

 多摩市みどりと環境審議会規則第３条により、委員の過半数が出席しておりますので、

これより令和７年度第１回多摩市みどりと環境審議会を開会いたします。 

 なお、初めに、事務局につきまして、今年４月の人事異動により環境部長が替わりまし

たので、御紹介をさせていただきます。 

 環境部長のａでございます。 

○環境部長  皆様、おはようございます。環境部長のａです。本日は年末の御多忙の中、

またお足元の悪い中、今年度第１回目となります多摩市みどりと環境審議会に御出席をい

ただきまして、誠にありがとうございます。皆様、任期２年目ということで、引き続きど

うぞよろしくお願いをいたします。 

 さて、令和６年３月に策定をしました第３次多摩市みどりと環境基本計画は策定から１

年を経過しまして、早速、市内部で取りまとめをしました令和６年度の取組結果について、

先月１１月８日に開催をしました第１回多摩市気候市民会議の中で評価をしていただいた

ところです。 

 本日は、この第３次多摩市みどりと環境基本計画の令和６年度年次報告につきまして、

多摩市気候市民会議での評価と、そのことに関連をしまして、市が考えている課題等の説

明をいたします。委員各位におかれましては、それぞれのお立場や専門の知見から、今後

の方向性に対する御助言をいただければと考えております。 

 なお、今回の気候市民会議では、計画に基づく評価というミッションがあったことから、

審議会を代表して会長をお招きしまして、計画全体の説明や行動変容を進めていく上での
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考え方などを参加者にレクチャーをしていただきました。さらには、ワークショップの途

中でも随時各グループの中に入って御助言をいただくなど、随所で御協力を賜りました。

この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 話し少し変わりますが、最近の気候変動に関する報道を見ますと、昨年、令和６年の世

界の平均気温、こちらパリ協定の目標である１.５度Ｃを初めて超えたこと、また猛暑や

豪雨など異常気象が頻発・激甚化していること、そしてＣＯＰ３０での脱化石燃料の工程

表策定が見送られ、対策の遅れが指摘されている一方、日本でもメガソーラーの支援見直

しやＥＶ税制の延長、はたまたま熊の出没増加など、気候変動への適用と緩和の両面で

様々な動きがあることが報じられています。 

 この状況は本市も例外ではなく、こうした動きに敏感に反応しながら、しっかりと政策

を推し進めていくためには、始まったばかりの多摩市みどりと環境基本計画であっても、

様々な観点からの御意見をいただき、柔軟に取組内容を見直していく必要があると考えて

おりますので、審議会におかれましても御指南いただけると幸いでございます。 

 最後となりますが、寒い日が続いて体調を崩しがちではございますが、委員の皆様にお

かれましてはくれぐれも健康に御留意いただいて、よい新年をお迎えいただければと思っ

ております。 

 以上、私の挨拶とさせていただきます。本日、どうぞよろしくお願いいたします。 

○環境政策課長  環境部長ありがとうございました。 

 ここからは着座にて説明を進めさせていただきます。 

 続いて、本日の資料について御案内いたします。資料はお手元のタブレット端末の中に

格納しております。現在は次第の頁が開かれていると思います。下から上にスライドもし

くは右から左にスライドさせると、次の頁に移動することができます。戻るの場合はその

逆です。また、画面の下に本のマークとアルファベットで「頁」と書かれた箇所があるか

と思います。そこをタッチしていただきますと、頁を飛ばして表示させたい箇所まで資料

を移動させることができます。 

 注意点としましては、画面上段真ん中辺りに「見る」というタグがあり、現在、選択さ

れている状態かと思います。これを「書く」もしくは「消す」を選択してしまいますと、

資料の頁送りができなくなりますので、必ず「見る」が選択されていることを確認して使

用のほう、お願いいたします。万が一、本画面に戻ってしまった場合には、右下のアルフ

ァベットで「ビジネス」と書かれた赤いアイコンをタッチしていただきたいと思います。
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使用中、操作についてお困りのことが発生いたしましたら、周りの事務局まで御遠慮なく

お知らせ願います。 

 続いて、本日の日程について御説明いたします。机上にも次第を置かせていただいてお

りますが、本日は議題が１件、第３次多摩市みどりと環境基本計画の令和６年度年次報告

書について、また報告で１件、第三次多摩市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】、令

和６年度実施状況報告となります。 

 では、ここからの進行は会長にお願いいたします。会長、よろしくお願いします。 

○会長  ありがとうございます。 

 皆さん、おはようございます。大変御多忙の中、御出席いただきまして、誠にありがと

うございます。本日、年の瀬で、もうクリスマスイブですけども、１回目となります。少

し時間が空いておりますので、ちょっと忘れちゃったとかあるかもしれませんけども、少

し思い出しながら議論をしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、早速ではございますけれども、次第のとおりに進めていきたいと思います。 

 まず、次第の２番目、議題になります。（１）第３次多摩市みどりと環境基本計画の令

和６年度年次報告書について、こちら事務局から御説明をお願いいたします。 

○環境政策課長  それでは、ただいまの議題につきまして説明をさせていただきます。

関係資料は資料１－１と資料１－２になります。資料１－２につきましては、委員各位に

必要に応じて御覧いただくこととし、資料１－１によって御説明いたします。 

 それでは、資料１－１、頁で申しますと１４０分の２頁、第３次多摩市みどりと環境基

本計画の令和６年度年次報告書についての説明をお聞きください。少し長くなりますけど

も、よろしくお願いいたします。 

 では、１つ目のスライド、表紙ですけれども、第３次多摩市みどりと環境基本計画令和

６年度年次報告書についてを説明させていただきます。内容は、同計画の令和６年度実績

の評価についての報告になります。同計画は令和６年度から開始しておりますので、本審

議会では初めて報告することになります。 

 ２つ目のスライドお開けください。初めに、第３次多摩市みどりと環境基本計画におけ

る年次報告書の位置づけについて御説明します。年次報告書は、計画の進行管理ＰＤＣＡ

サイクルのＣ（点検・評価）に該当します。スライド右側の図は、みどりと環境基本計画

の６頁に記載されているものです。Ｄｏ（行動実践）の結果を受けて、Ｃｈｅｃｋ（点
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検・評価）を行います。点検・評価の主体は、記述のとおり、市及び多摩市気候市民会議

になります。多摩市気候市民会議は、毎年度参加者を募集して入替えをしていきます。無

作為抽出で抽出された市民、市内の高校の生徒さん、多摩市気候市民会議で活動をされて

いる方で構成をしております。 

 次に、３頁目を御覧ください。次に、Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）の後のＡｃｔ（見直

し）、こちらは毎年度行うものと、５年後、１０年後に行うものはそれぞれ違いますが、

今回は初年度の点検・評価を受けての見直しとなるため、毎年度行う見直しをします。見

直しの対象は、計画に記載されている各取組が対象となります。スライドの左側にお示し

している見直しの提案は、年次報告書の内容を踏まえ、見直すべき事項があれば本審議会

で実施していただきます。市は見直しの提案を受けて、見直しが必要と判断した場合は、

計画の見直しを実施します。 

 次の頁を御覧ください。Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）の結果をまとめる年次報告書の内容

は、本スライドのとおりです。スライドの左側はみどりと環境基本計画の構成を表し、右

側の年次報告書の内容を構成する項目を示しております。みどりと環境基本計画は、計画

の基本理念と目指す環境像の実現のため、４つの分野に分けて、それぞれ長期目標と短期

目標を設定しております。長期目標は、令和３２年、いわゆる２０５０年における多摩市

の環境、そして社会を描いたもので、市民・事業者・市民団体等及び市に共通する目標と

なっています。短期目標は、長期目標を起点にバックキャストの考え方で、令和１５年、

いわゆる２０３３年に達成を目指す目標となります。そして、各分野の短期目標の達成に

向けて取組の体系を構築しています。 

 重点戦略は、複数の分野の短期目標の達成に貢献する取組について、着眼点１から５の

個々のグループに分け、グループ分けをしています。各着眼点の中には、分野横断的取組

として具体的に記述された取組がぶら下がる形で構成されています。 

 また、取組方針は、ＡからＫまでの１１個の取組をグループ分けし、それぞれのグルー

プが４つの分野の短期目標のいずれかに貢献する仕組みとなっています。各取組方針の中

には、取組項目として具体的に記述された取組があります。基本計画の構成図の左側にお

示ししているとおり、毎年度実施する評価の範囲は短期目標以下の項目、見直しの範囲は

分野横断的取組や取組項目の取組になります。 

 続いて、スライド右側の年次報告書の内容についてですが、御覧のとおり、短期目標、

重点戦略、取組方針の進捗状況の確認とその分析を行うほか、分野横断的取組と取組項目
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の実施内容と短期目標等への貢献を確認しています。これらを市が行い、年次報告書（案）

としてまとめまして、さらにこれを多摩市気候市民会議に点検・評価してもらった結果を

合わせたものが年次報告書となっていきます。 

 次のスライドを御覧ください。今年度に実施した基本計画の点検・評価の流れは、御覧

のスライドのとおりです。まず、８月２９日に市による点検・評価（年次報告書（案）の

決定）を行いました。次に、１１月８日に多摩市気候市民会議を開催しまして、参加者の

皆様に年次報告書（案）を御確認いただき、計画の短期目標を策定するために現時点で力

を入れるべき着眼点・取組方針を選んでいただき、これを評価としています。そして、今

月１２月１２日に、多摩市気候市民会議で評価していただいた内容を反映した年次報告書

を庁内で決定いたしました。 

 次のスライドを御覧ください。ここからは、基本計画の令和６年度実績の評価をまとめ

た年次報告書の解説をさせていただきます。基本計画の取組の実績は、主に管理指標を使

って説明しています。 

 管理指標は、短期目標の達成度や取組の進捗状況を測るための物差しとなり、３種類ご

ざいます。１つが環境指標、こちらは短期目標の達成度を測る指標、健康診断的な位置づ

けとなっております。２つ目が市民・事業者活動指標、こちらは市民・事業者の取組成果

を見える化するための指標で、着眼点と取組方針を対象としています。３つ目が行政活動

指標、こちらは市の取組成果として、施策・事業の進捗状況を測るための指標で、着眼点

と取組方針を対象としています。 

 次のスライドを御覧ください。御覧の表は、短期目標、着眼点、取組方針の令和６年度

の管理指標の進捗状況を表しています。管理指標の進捗状況は、令和６年度の実績値と１

０年後の令和１５年度の目標値等の比較により、上矢印、横矢印、下矢印で表示していま

す。 

 表の見方ですが、自然環境、生活環境、地球環境、環境活動の分野ごとに整理して載せ

ております。令和６年度の結果としては、上矢印の割合が最も高かったのは環境活動分野

の８３％、そして一方、反対に最も低かったのは生活環境分野で、上矢印の割合は５８％

でした。 

 次のスライドから、各分野の実績について概要を説明していきます。次の頁を御覧くだ

さい。 

 自然環境分野から説明します。スライド左側に長期目標と短期目標をお示ししています。
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短期目標「自然と暮らしが調和した多摩のみどりづくり」の下にあります３つの菱形は、

短期目標を細分化したものになります。上から１つ目と２つ目の菱形の短期目標は、図示

したとおり、取組方針Ａが直接関係しています。また、下から１つ目の菱形の短期目標は、

取組方針ＢとＣが直接関係します。着眼点２と３と５につきましては、３つの菱形に直接

ひもづけされているものではございませんが、大きなくくりの短期目標「自然と暮らしが

調和した多摩のみどりづくり」に関係するものと捉えます。 

 スライドの右側の表は、短期目標、着眼点、取組方針の解説になります。各項目の詳細

解説の頁、こちらはそれぞれ該当する内容が記載されている年次報告書の頁で、頁をお示

ししています。そして一番下に、この分野の傾向のまとめを記載しております。短期目標

は上矢印が６７％と、４分野の中で２番目によい進捗状況でした。 

 次のスライドからは、自然環境分野に関わる取組方針Ａ、Ｂ、Ｃの概要を説明してまい

ります。重点戦略の概要につきましては、４分野の説明後に載せてございます。 

 次の頁を御覧ください。この頁は取組方針Ａの結果の概要になります。管理指標の進捗

は表のとおりでございます。結果や課題については解説のところに記載をしております。

時間の都合上ポイントとなる部分に絞って説明をしますと、４月に多摩市生きもの調査隊

を立ち上げ、当初１７名だった隊員が今では１００名を超え、投稿数も今日現時点で１０

万件に迫る勢いで、生物多様性について、まずは生き物を身近に感じるというところでは

大きく前進させることができました。 

 次の頁を御覧ください。次に、取組方針ＢとＣの結果の概要になります。管理指標の進

捗は表のとおり、結果や課題についてのポイントとしては、アダプト制度や参加する団体

の構成員の高齢化等により団体存続が厳しくなり、活動団体数は前年度よりも５団体減少

してしまいました。今後は、新たな担い手の拡充を進めていく必要があることを課題とし

て感じております。 

 次の頁を御覧ください。次は生活環境分野です。傾向として短期目標は上矢印が２５％

と、４分野の中で一番悪い進捗状況でした。 

 次の頁を御覧ください。次に、この分野にぶら下げる取組方針として、まず取組方針Ｄ

の結果の概要になります。管理指標の進捗は表のとおり、結果や課題についてのポイント

としては、大気や河川水質の状態はおおむね良好なのですが、ｐＨと大腸菌、一部の項目

で環境基準を超えました。大気については、光化学オキシダントという項目が一部超えて

おります。また、河川にペンキのようなものが流され白く濁る、いわゆる水質事故が増加
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してしまいました。今後も、工事事業者等への啓発は引き続き強化して取り組んでまいり

たいと考えております。 

 なお、この事故の中に泡消火剤を流したことによる河川の水質事故というものが１件ご

ざいましたけども、こちらについては調査の結果、今、社会的な問題となっているＰＦＡ

Ｓの含有はありませんでした。 

 次の頁を御覧ください。次に、取組方針Ｅの結果の概要になります。管理指標の進捗は

表のとおり、結果や課題についてのポイントとしては、ポイ捨てのないきれいなまちと感

じる市民の割合は、令和元年度実績７４％の基準と比べて減少してしまいました。引き続

き、まち美化キャンペーンなどで市民の意識向上に努めてまいりたいと考えております。 

 次の頁を御覧ください。次に、取組方針Ｆの結果の概要になります。管理指標の進捗は

表のとおり、結果や課題についてのポイントとしては、家庭でのマイタイムラインの策定

等を積極的に情報提供、啓発をし、防災意識のさらなる意識づけを進めました。さらに、

熱中症予防についての周知啓発、気候変動による生態系、健康など、様々な影響に対する

適応策について各取組を実施しました。 

 次の頁を御覧ください。次は地球環境分野です。短期目標は上矢印が４０％と、４分野

の中で２番目に悪い進捗状況でした。 

 次の頁を御覧ください。次に、この分野にぶら下がる取組方針として、まずは取組方針

ＧとＨの結果の概要になります。管理指標の進捗は表のとおり、結果や課題についてのポ

イントとしては、市内の二酸化炭素排出量とエネルギー消費量は前年度より増加しました。

要因としては、事業者の新規開業によるものと推測されます。また、市施設における電気

使用量も、基準年である令和４年度実績に比べて増加しました。この要因としては、気温

上昇に伴い、冷房設備の使用量が増加したものと思われます。引き続き、省エネルギー行

動やクリーンエネルギー導入についての普及啓発、高効率設備への更新の促進、市再エネ

の利用拡大、エネルギーの地産地消を通じて市内の二酸化炭素の排出量削減、加えて節電

等を呼びかけ、電気使用量の削減に努めてまいります。 

 次の頁を御覧ください。次に、取組方針Ⅰの結果の概要になります。管理指標の進捗は

表のとおり、結果や課題についてのポイントとしては、４Ｒ（リフューズ、リデュース、

リユース、リサイクル）の取組の実践、ごみの分別の徹底、食品ごみ、プラスチックの削

減を通じて総ごみ量を削減し、資源化率を高める取組をしましたが、資源化率は低下して

しまいました。また、各種媒体による啓発、マイボトル用給水機の設置を増やして、給水
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マップを市公共施設等で配布するなどしましたが、マイバッグやマイボトルを持ち歩く市

民の割合は減少してしまいました。今後も食品ごみの削減、事業者と連携した共通のポッ

プやステッカーによるプラスチック削減等により、引き続き減量啓発を進めてまいります。 

 次の頁を御覧ください。次は環境活動分野です。短期目標は上矢印が１００％、４分野

の中で一番よい進捗状況でした。 

 次の頁を御覧ください。この分野にぶら下げる取組方針として、まず取組方針Ｊの結果

の概要になります。管理指標の進捗は表のとおり、全て上向きとなっております。結果や

課題についてのポイントとしては、持続可能な社会の創り手を育成するため子どもから大

人まで幅広い世代に向けて体験活動や環境学習の機会を提供していくことができました。

また、広報や公式ホームページ等を活用して、省エネ関係の補助金、特定外来生物の周知、

野生鳥獣の出没情報、公園再編モデル事業、グリーンライブセンターでの講演会のイベン

トなど、各種情報も発信してまいりました。 

 次の頁を御覧ください。次に、取組方針Ｋの結果の概要となります。管理指標の進捗は

表のとおり、結果や課題についてのポイントとしては、市民・民間事業者など多様な主体

が協働して取り組んでいくための体制づくりとして、子どもみらい会議や多摩市気候市民

会議を実施しました。子どもみらい会議では、よりよい多摩市のまちづくりを目指して環

境の視点から深く考えられた提言がまとめられました。多摩市気候市民会議では、参加者

が市民・事業者に行動変容を呼びかけるポスターを作成しました。また、地域を超えて行

動変容を広げる試みとして、近隣市との合同開催も実施いたしました。 

 次の頁を御覧ください。ここからは重点戦略になります。まず、着眼点１について説明

をしてまいります。 

 着眼点１、気候変動への対策を通じた安全安心で持続可能なまちづくり、こちらは４つ

の分野のうち３つ、生活環境、地球環境、環境活動分野に関係してまいります。住宅・建

築物の脱炭素化のため、補助金交付や関連情報の提供、再エネ利用拡大のため、公共施設

への再エネ導入、市民・事業者への補助事業による再エネ電力導入の促進を実施しました。

また、移動・交通の脱炭素化への取組や気候変動への適応の取組も実施しました。 

 次の頁を御覧ください。着眼点２、みどりの機能を生かすまちづくり、こちらは４つの

分野、自然環境、生活環境、地球環境、環境活動、全ての分野に関係をしております。樹

林などの持続的な育成管理体制の構築を実施するなどして、豊かなみどりを保全し、気候

変動への適応、気候変動の緩和に貢献をしました。また、市民協働による生物多様性保全
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や、生物多様性の理解促進の取組にも貢献をしました。 

 次の頁を御覧ください。着眼点３、地域の資源を生かし、持続可能な資源利用を実現す

るまちづくり、こちらも全ての分野が関係をしてまいります。食品ロスの削減の取組やエ

コショップ認定制度を変更して店舗を増加するなどして、資源循環型の生活の普及に取り

組みました。また、給水マップの配布などにより、マイボトルを持ち歩く行動変容への誘

導やマイクロプラスチックに関する啓発などでプラスチック対策を推進してまいりました。 

 次の頁を御覧ください。着眼点４、多様な価値観・ライフスタイルの中で環境配慮を促

すまちづくり、こちらは４つの分野のうち、地球環境と環境活動分野に関係します。カー

ボンフットプリントによるＣＯ２の見える化した生活、消費行動の見直しを紹介するなど

して脱炭素型ライフスタイルへの転換の取組を実施しました。また、市のイベント、市民

生活に関わる注意喚起など環境に関する様々な情報をＳＮＳ等の各種媒体で情報発信をし

ました。 

 次の頁を御覧ください。着眼点５、各分野の活動を支える新たな市民活動の体制づくり、

こちらは全ての分野が関係しております。多摩エコ・フェスタを開催するなどして、環境

問題について取り組んでいく市民団体・民間事業者等の交流の場を設けて活動を支援して

まいりました。 

 次の頁を御覧ください。次に、取組方針と重点戦略については以上なんですけども、こ

こからは多摩市気候市民会議での評価になります。これまで御説明した内容を踏まえ、多

摩市気候市民会議で基本計画の令和６年度の実績について評価をしていただきました。先

月の１１月８日に計１８名の市民の方々にお集まりいただき、３つのグループに分け、グ

ループワークで検討していただいた結果のまとめが本スライドになります。 

 検討の順序としまして、初めに、現時点で力を入れるべき短期目標を検討していただき

ました。その結果、選ばれた短期目標は３つ、自然環境と生活環境と地球環境でした。ス

ライドの左上の表に選ばれた短期目標と、その理由等を記載しております。生物多様性が

失われるのは、生態系のバランスが崩れるから（作物が取れなくなり、自然災害が起きや

すくなる）。また、ポイ捨てが多く、ごみの分別ができていないのをよく見かけるため、

またマイバックの利用率が低く、もっと普及させるためといったことが選んだ理由となっ

ております。 

 次に、短期目標を達成するために、現時点で力を入れるべき着眼点・取組方針を検討し

ていただきました。選ばれた短期目標のいずれにも関係するものの、中から検討していた
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だいた結果、着眼点３が選ばれました。その理由は、スライドの左下の表に記載していま

す。ダウン傾向、これは管理指標の傾向ですが、これはダウン傾向が多くて、意識して行

うべきものだと感じたから、ごみが落ちている街よりもごみが落ちていない街のほうが良

いよね、カラスやハクビシンのえさとなりうるごみが現段階では多い、身近で市民として

実践しやすい、こういったことが選ばれた理由となっています。 

 以上が、基本計画の進行管理ＰＤＣＡサイクルのＣｈｅｃｋ（点検・評価）に当たる年

次報告書の概要になります。 

 次の頁を御覧ください。今回のＣｈｅｃｋ（点検・評価）の後のＡｃｔ（見直し）は、

先ほど御説明しましたとおり、基本計画に記載されている各取組が対象となります。本審

議会におきまして、年次報告書の内容を踏まえ、見直すべき事項があれば御提案をいただ

きたく思います。本スライドでお示ししている内容は、本審議会で見直すべき事項の確認、

御提案をいただく流れになります。前提としまして、多摩市気候市民会議の評価を踏まえ、

着眼点３「地域の資源を生かし、持続可能な資源利用を実現するまちづくり」の取組の中

から、見直すべき取組み（「重点的に実施する取組」及び「改善すべき取組み」）があるか

御確認をしていただきたいと思います。 

 そのため、本日の第１回審議会では、着眼点３の取組内容を御確認していただきます。

そして、見直すべきものがあれば、次回２月２０日の第２回審議会で着眼点３の取組の見

直しの御提案をいただきます。基本計画に記載されている取組は、市民・事業者・市の主

体ごとにありますが、その全てについて本審議会で見直しの検討対象となります。 

 次の頁を御覧ください。ここから気候市民会議の中で現時点で力を入れて取り組むべき

着眼点として選ばれた着眼点３につきまして、説明をさせていただきます。 

 本スライドは、着眼点３に関する４つの管理指標の結果と進捗状況を示しております。

御覧のとおり、進捗が上矢印となったのは、上から３番目の行にございますマイボトル用

給水機の設置を増やすのみでした。設置台数は、基準値である令和４年度の９台から令和

６年度は１９台に増えております。 

 一方、上から１番目の行にございますマイバックやマイボトルを持ち歩く市民の割合は、

基準値である令和３年度の８３.５％から令和６年度は８０.６％に減っております。一番

右の列に記載しているとおり、広報等の各種媒体を活用して啓発を実施し、市民団体と連

携して更新した給水マップを市公共施設等で配布し、マイボトルを持ち歩く行動の誘引を

図りましたが、結果として管理指標は後退することになりました。 
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 また、上から２番目の行と一番下の行にございます、市民協働による河川清掃への参加

人数と市民協働による河川清掃での啓発実施回数は、どちらも基準値より令和６年度の実

績値が下回る結果となり、その原因として、清掃の実施回数が雨天中止により減ったとい

うこともございますけども、人数についてもそれに引きずられて減少しております。 

 なお、参加していただいた会につきましては、小学生から大学生まで幅広い参加をいた

だいている状況でございます。 

 次の頁を御覧ください。次に、着眼点の取組について説明をいたします。着眼点３は、

３－１、３－２、３－３と３つのグループに取組が分けられています。本スライドは、３

－１、資源循環型の生活の普及の取組の内容になります。主として、４Ｒやリニューアル

の推進に関する取組が記載されています。御覧のとおり、市民・事業者、・市の主体ごと

に取組が定められています。市民は、詰め替え可能な商品や環境に配慮した商品を買うよ

うにして、ごみの減量に心がけること、市民団体等は、市と連携し、マイバック運動やノ

ーレジ袋などの活動を推進することになっています。事業者は、ごみにならないような製

造、加工、販売や、自社の製品・サービスのＣＯ２排出量の「見える化」などに努めるこ

とになっています。また、市は、市民に対して資源循環型生活についての普及啓発、新た

なサービスの情報提供、そして事業者に対して、ごみの発生抑制や減量に取り組む店舗を

エコショップとして認定しています。そのほか、家庭等から排出される廃油のバイオ燃料

等への活用方策についても検討をすることになっております。 

 次の頁を御覧ください。取組の実績につきまして、市民・事業者については直接把握で

きないため、市のみ令和６年度の実績をまとめました。各取組について、一番上の項目か

ら簡単に一つずつ説明をいたします。 

 資源循環型生活についての普及啓発につきましては、令和６年度の取組として、特に食

品ロスの削減に力を入れて啓発を実施しました。ｍｏｔｔＥＣＯ普及促進事業の展開、エ

コレシピの開発、食べきり協力店やエコショップなどの事業者と一緒に啓発に取り組みま

した。また、リユース食器の普及啓発も再開し、イベントごみの削減に取り組みました。

本取組についての短期目標等への貢献は、○として評価しています。取組の実施に当たっ

ては、市民・事業者との対話を通じて進めており、今後もこうした啓発を継続していく考

えでございます。 

 上から２番目の項目でお示ししているサブスクリプションやリース、シェアリング・エ

コノミーに関する情報提供・普及啓発につきましては、令和６年度の取組として実行する
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には至りませんでした。他の自治体の情報収集等を行い、研究をしている状況です。本取

組についての短期目標等への貢献は、×として評価しています。他の自治体へのヒアリン

グでは、民間のシェアリング・エコノミーなどについては安全性や、この後続く維持の費

用など問題があると聞いており、慎重に対応する考えです。引き続き、他の自治体の先行

事例などを検証してまいります。 

 上から３番目の項目でお示ししているエコショップの推進につきましては、令和６年度

の取組として、資源循環に積極的に取り組んでいる店舗をより評価できるように制度を変

更しまして、前年度から１３店舗増加しました。本取組についての短期目標等への貢献は、

○として評価しています。今後も、多摩市エコショップの認知度を上げるための広報等を

行い、店舗の登録だけでなく、利用者の増加を図ることで、個人や家庭でできるエコ活動

として引き続き啓発を進めていきます。 

 最後の項目でお示ししている家庭等から出される廃油のバイオ燃料等への活用方針の検

討につきましては、令和６年度の取組として、東京都及び民間事業者と連携して、市内６

か所での拠点回収の実証実験を令和７年度に行い、廃食油のＳＡＦへの活用を図る調整を

実施しました。本取組についての短期目標等への貢献は、○として評価しています。令和

７年度に拠点回収を実施しており、今後の展開については回収実績や東京都の動向を踏ま

え、決定をしてまいりたいと考えております。 

 次の頁を御覧ください。本スライドは、３－２、プラスチック対策の推進の取組の内容

になります。主として、使い捨てプラスチックの削減と使用済みプラスチックのリサイク

ルの推進に関する取組が記載されています。市民は、マイバックの持参、マイボトル・マ

イ箸などの詰め替え可能な商品の購入を通じて、プラスチックごみの減量や使い捨てプラ

スチック製品の使用を極力避けます。市民団体等は、市と連携し、河川の清掃やプラスチ

ックごみの除去、プラスチック利用削減の啓発などの活動を推進します。事業者は、プラ

スチック製品・容器等がごみにならないような製造、販売に努めること、食品トレー等の

店頭回収を推進すること、地域での清掃活動などに協力することを実施します。市は、市

民に対してプラスチックの利用削減、プラスチックの適正な分別、河川でのプラスチック

ごみなどの流出について情報提供・啓発を実施します。また、プラスチックのリサイクル

の推進を進めるほか、企業・団体などと連携し、テニスコートなどで使用されている人工

芝などから発生するマイクロプラスチックの流出抑制対策に取り組みます。 

 次のスライドを御覧ください。令和６年度の市の取組について御説明します。３－２、
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プラスチック対策の推進の６つの取組項目について、令和６年度は全て実施し、短期目標

への貢献については、全て○で評価しております。一番上の項目と上から２番目の項目で

お示ししているプラスチックの利用削減とマイボトル用給水機の設置、マイボトルの活用

についての啓発につきましては、市民団体が作成した給水スポットマップを市内公共施設

やイベントで配布し、マイボトルを持ち歩く行動変容の誘導を図りました。引き続き、市

民団体と協働で啓発を進めてまいります。 

 上から３番目の項目でお示ししているプラスチックの適正な分別につきましては、各種

情報媒体やまち美化キャンペーンを通じて啓発を実施しました。今後も引き続き、啓発を

実施していきます。 

 上から４番目の項目でお示ししているプラスチックのリサイクルの推進につきましては、

資源ごみとして６,２１１トン回収したうち、プラスチック系として１,０８１トンを処理

しました。引き続き、プラスチック系のリサイクルを推進し、イベント等でリサイクルプ

ラスチックを原料とする製品を紹介し、普及啓発を実施してまいりたいと考えております。 

 上から５番目の項目でお示ししている河川清掃及びプラスチックごみ対策の啓発につき

ましては、月１回、市民団体と協働で河川の清掃を実施したほか、環境学習セミナーやま

ち美化キャンペーンなどのイベントで、マイクロプラスチック啓発用の動画の御案内をリ

ーフレットにしたものですけども、配布するなどして実施しました。今後も引き続き、情

報提供や啓発を実施していきます。 

 最後の項目でお示ししているマイクロプラスチック対策の推進につきましては、企業と

連携し、マイクロプラスチック流出抑制の実証実験を実施するとともに、人工芝張替えと

あわせて、マイクロプラスチック流出抑制フィルター等を設置し、対策を進めております。

今後も引き続き、流出対策を進めてまいりたいと考えております。 

 最後です。次の頁、３－３、食の地産地消の取組の内容になります。最後の頁を御覧く

ださい。市民は家庭菜園や農業体験を通じて、農地や農業の多面的な機能への理解を深め

ます。また、新鮮な多摩産の農産物を選んで購入し、地元の農家を応援していきます。事

業者につきましては、農業者は市民と農とのふれあいの場となる体験農園、市民農園の開

設を検討していきます。また、地元農産物については、様々な媒体により積極的にＰＲを

行ってまいります。市は事業者・農業者団体等との連携のもと、地元農産物のＰＲを行う

とともに、地元の食材の活用について情報啓発を進めてまいります。 

 ３－３の取組項目は１つでした。地元の食材の活用や普及啓発について。令和６年度の
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取組として農業ウォッチングラリーを実施し、一ノ宮地区及び東寺方地区の農業関係者と

連携して、多摩市産の農産物のＰＲを行いました。また、多摩市産農産物応援サイト「ａ

ｇｒｉ ａｇｒｉ」で多摩市産農産物について広く情報提供を行いました。短期目標等へ

の貢献は、○で評価しました。多摩市産の農産物について知ってもらうことにより、地域

の資源を生かし、持続可能な資源利用を実現するまちづくり及び食の地産地消の普及に寄

与することができました。今後もＰＲを継続して実施してまいりたいと考えております。 

 以上が着眼点３の取組内容となります。本日の審議会では、委員各位から内容について

の御質問、御確認をいただき、着眼点３の中で重点的に実施する取組及び改善する取組を

御提案いただく可能性がある場合は、対象となる取組を幾つか挙げていただき、本件は次

回の審議会に持ち越し、見直しについて御審議をいただきたいと考えております。 

 以上で説明を終わります。長くなりまして大変申し訳ございません。 

○会長  御説明ありがとうございました。どうでしょうか、皆さん。最初にちょっと確

認というか、本年度何をやるかということですけども、昨年度、令和６年度の年次報告書、

環境に関するいろんな評価を行ったんですけれども、それに関して議論して、必要に応じ

て次回の審議会も含めて何か提案ですとか、アドバイスをするというのが、我々に課せら

れている大きなミッションになります。 

 じゃ、具体的に何をやるかと申しますと、全部を見るというわけではなくて、今年度に

ついては着眼点３の部分に注目をして主に見ていただきたいというのがお願いになります。

着眼点３、何でそれなんですかというと、今御説明いただいたとおり、選ぶ段階では気候

市民会議という仕組みを使って、多摩市で特に注目するべき課題とか何かというのを議論

いただきまして、やや試行実験的ではあるんですけども、そういう取組を経て市民の方々

にも関与いただきながら、昨年度の内容について、特に多摩市として見たほうがいいんじ

ゃないのかということで出てきたのが着眼点３ということになりますので、今年度はほか

にもいろいろあるとは思うんですけども、こちらの着眼点３について確認をしていただき

たい。 

 本日の審議会については、こうしてくださいとか、こういうふうなことがいいですよと

いう提案もあるかもしれませんけども、基本的には内容について確認をするということで

すので、今日この大量の情報を全部処理して、いろんなことをやってくださいということ

ではなくて、事実確認ですとかそういったものに時間を割ければなと思っております。 

 ただ、とはいってもすごく情報量が多くて、着眼点３というのも地域資源を生かして持
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続可能な資源利用を促進するようなまちづくりということで、３つぐらい要素が入ってい

るんです。まちづくりみんなでやりましょうとか、持続可能な資源利用みたいな状態にし

ましょうとか、あとは地域資源みたいなものをその中で積極的に使いましょうとか、実は

いろんな要素が入っていたりして、取組の中にも３－１から３－３まで、資源循環型の生

活の話ですとか、プラごみというより具体的な行動の話、あとは食の地産地消みたいな形

で農業とか、多摩市の農業どうするのみたいな話、いろんなものが関わっています。なの

で、すごく広いものになっておりまして、この辺りに関しての内容確認をしていきたいと

思っております。 

 最初に着眼点３、今申し上げたとおり、絞っていただいてはいるんですけど、まだかな

り広いところもあります。また、指標とかいろいろ示していただいたりとか、あと実際に

市とかでやっていらっしゃることも評価いただいたんですけども、ただ、こちらのような

テーマに関して具体的に何か問題があるかというのが、まだ大量の情報の中でちょっと分

かりにくかったかなと思いますので、こちら事務局、多摩市のほうから着眼点３につきま

して、今現在、市として問題だなって感じているところですとか、ちょっとこれは改善し

なきゃなと思っているところがございましたら、そちらについて御意見というか、御説明

いただいて、そちらの内容を踏まえながら、こちらの着眼点３の内容について少し深掘り

をしていきたいと思います。 

 こちら問題点ですとか改善点に関しまして、多摩市で考えていることがあれば御説明を

お願いいたします。 

○環境政策課長  それでは、今会長からお話があった点につきまして説明をさせていた

だきます。 

 確かに着眼点、幅広なので、どこを見ていくのかというところが結構散乱しがちなので、

特に市が今感じている問題だとか課題だとか、こうなってほしいなみたいなところが、強

く思うような部分について全部で４つございますので、説明させていただきます。 

 まず、着眼点３の取組としては、３－１、３－２、３－３と３つございます。そのうち、

まず３－１、資源循環型の生活の普及というくくりでいきますと、２つございます。１つ

目が、生ごみや食品ロス削減に向けた啓発といった部分です。この文章でちょっと説明を

しますと、これまでも食べきり協力店の拡充だとか、ダンボールコンポストの普及活動な

ど、事業者や市民団体と連携して地道に取り組んできたんですけども、具体的に大きな効

果を上げるというところまで、こういった取組が貢献に及んでないということが課題の一
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つになっています。やり方として、ごみ処理手数料を引き上げてしまうとか、レジ袋のよ

うに原則有料化、行政が一方的に負担を強いる方法などもございますけども、とはいえ、

市民・事業者が自分事として捉え、前向きに取り組んでもらわないと、なかなか継続だと

か広がりというものは進んでいかないのかなと考えているところです。この審議会の中で

具体的なところとして、生ごみや食品ロス削減に向けた取組としてもっと効果的なアイデ

ア等があれば、ぜひ御教示いただきたいというのが１つです。 

 ２つ目が、使い捨て容器の削減の取組です。６年度に調査した、マイバックを持ち歩く

市民の割合、こちら先ほど御説明したとおり、結果は後退ということでした。一方で、私

たち職員の感覚でいくと、世の中レジ袋の有料化というのが始まったこともあり、大分普

及定着はしてきたのかなと思っています。ただ、お店側というか、提供側、製造側、こう

いったところで事業者側さんのほうでもう少し積極的な対策に動いてもらえると、もっと

プラスチック削減は進むのではないかなということも一方では考えているところです。 

 そこで事業者に向けた取組の促しとして、多摩市ではエコショップ制度なども設けて、

ばら売り促進とか容器包装をお店で回収、こういった拡充も進めていますけども、他市で

はサブスクリプション、いわゆるサブスク、あとシェアリング・エコノミーなど、事業者

と協定を結んで啓発を行っているケースも事例として把握しております。第３次多摩市み

どりと環境基本計画の中でもサブスクリプション、シェアリング・エコノミーなどの記載

があり、６年度は取組は行っておりませんけども、検討は進めております。これらを採用

した場合に、使い捨て容器の削減にどのくらい効果を上げられるものなのか、はたまた別

のアプローチの仕方などアイデアがあれば、ぜひ御教示いただきたいというのが２つ目で

す。特に今審議会には事業者代表の皆様もいらっしゃいますので、ぜひ知見などございま

したら、教えていただきたいなと考えております。 

 次に、大きなくくりとして３－２、プラスチック対策のところです。ここで２つありま

す。１つとして、管理指標にも掲げておりますけども、河川清掃活動への参加者数、６年

度についてはなかなか参加者が伸びなかったところですけども、ここの課題が一つありま

す。もちろん市民の皆さん、集まって行うような清掃活動に参加しなくても、自分の家の

周りはいつもきれいであってほしいし、さらにそうした場所にお花なども植えて、美化意

識はどなたもお持ちかと考えています。一方で、この美化の意識をもう少し広い視野で、

例えばまち、川、そして海、そんなところに向けてもらえると、もっともっと自然環境の

大切さに気づいて、一人一人の行動変容もまた一歩進んでいくように感じているところで
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す。 

 現実的にそれぞれ個人の生活スタイルだとか事情などで、参加したくてもできない人が

いる一方、興味あるが第一歩が踏み出せない人もたくさんいると思いますので、そういっ

た方にいかに参加してもらえるのかな、工夫できないのかなと、その辺のやり方みたいな

ところをぜひ委員の皆様から助言・アドバイスをいただけるといいかなということを考え

ています。 

 ただ、ここのところで一つ押さえておきたいのが、一方で清掃活動というのはあくまで

手段、プラスチックごみが環境中にあふれないようにするために清掃活動以外の方法で、

しかもやらされ感じゃなくて、先ほどのところでも話をしましたが、前向きな形で進んで

いくような啓発の仕方などあれば、ぜひそういった助言などもいただけるとありがたいと

考えております。 

 ２つ目、全体でいくと４つ目なんですけども、プラスチックの利用の削減に向けた主な

取組という部分なんですけども、今、変えられるものから使い捨てプラスチックを減らし

ていくために、多摩市ではカトラリー食器の見直しや、個包装商品を選択しない認証が当

たり前になっていくような啓発を進めているところです。ですけども、カトラリー食器で

いえば衛生面、耐久性、耐水性などの問題だとか、個包装商品でいえばコロナ禍以降、衛

生面などで消費の観点で普及が進まない。まち全体も機運が盛り上がっていないというの

が現状です。代替可能な使い捨プラスチックの利用削減に向け、市民が、例えばマイボト

ルやマイ箸・マイ容器などを選択していく社会が広がっていくような啓発の仕方などござ

いましたら、教えていただきたいところでございます。 

 以上の着眼点３に対する市の私たちの認識の妥当性も含めて御意見いただいて、必要が

あれば着眼点３の個々の取組について見直しや、重点的に取り組むことについて御提案い

ただけると幸いです。 

 なお、個々の取組についての削除、追加の御提案は想定しているところなんですけども、

この着眼点３の３つのカテゴリー、今３－１、３－２を説明しましたけども、３－３も含

めて、これを全部削ってしまうとか、やらないほうがいいじゃないかとか、あとこの３種

類じゃなくて、もっとこういう取組があったらこの項目を増やしたほうがいい、いわゆる

追加ですね、これは計画の体系上、ほかの分野にも影響する可能性があるので、今日の時

点では想定しておりませんので、そこはしないということで御承知おきいただきたいと思

います。中間見直しのところでは、そういったことも含めて検討してまいりたいと考えて
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おりますが、今日の時点ではカテゴリーを減らす増やすというところは抜きにして御意見

等いただければと考えております。 

 説明は以上です。 

○会長  ありがとうございました。今御説明いただいたように、多摩市だと大体４つぐ

らいの懸念する点があるということであります。まとめますと、１つ目が生ごみとか食品

ロス、これはキャンペーンやっているんだけども、いろいろ効果としてはちょっとどうか

なというのを感じていらっしゃる。皆さんもその辺どう考えているかというのを聞かせて

いただきたいなと思います。 

 あと２点目が使い捨て、これはプラごみの話とかなり関係するかなと思いますけども、

最近、御説明あったように、シェアリング・エコノミーとかサブスクという新しい利用の

仕方みたいなのが出てきていて、それをうまく使えないだろうかみたいなことにちょっと

関心があるということです。もしその辺のことに関してお詳しい方がいたら、ぜひ情報共

有いただきたいなと思います。 

 あと３つ目が清掃参加者数ですとか、そういったものが減っている。あと美化意識です

ね、日本って比較的住民組織がしっかりしていて、自分たちの住んでいる場所をきれいに

しようというのは、比較的、そんなに違和感なく皆さんやっていらっしゃると思うんです

けども、今後そういうのがますます必要になる可能性もありますし、もう少しそういった

ものを前向きに、やらなきゃいけないからやるというよりは、やりたいからやれるように

するために何が必要か、例えば行政的にはこういうサポートが必要とか、こんなビジネス

があるといいんじゃないかとか、いろんな意見あるかもしれませんけども、そういった懸

念について何か御意見があったらいただきたいと思います。 

 あと４つ目も啓発になりますかね、使い捨てのプラスチックとか、そういったものをも

うちょっと減らすには新しい啓発ですとか、ライフスタイルみたいなものがもしかしたら

必要かもしれませんけども、そういったものについて少し御意見がいただけるとありがた

いなということです。 

 以上の４つの多摩市からの現在の課題ですとか懸念も含めまして、幅広く本日は着眼点

３について少し意見交換をしていきたいなと思います。 

 すみません、説明が長くなってしまいましたけども、これまでの説明ですとか、内容に

つきまして御意見ですとか、御質問あるかと思いますので、遠慮なくぜひこちらの中で共

有していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。どうでしょうか。お願いいたしま
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す。 

○Ａ委員  ちょっと基本的なことでお伺いしたいんですけれども、マイバックとかマイ

ボトルを持ってきている人の割合が減っているという話なんですが、これどういう調査の

結果こうなったのかというのを教えていただけますか。 

○環境政策課長  環境学習セミナーとか、様々な環境に関するイベントがございます。

そうした中で、今回試行的にやっているので、また来年、同じ母数でできるかどうかとい

うのは定かではないんですけども、無作為に、大体１回の参加者が２０名、３０名程度の

イベントなんですけども、それを大体、今資料がないのであれなんですけど、５回ぐらい

開催している中での、人が入替わりというところもあったり、同じ人が参加している部分

もあるんですけども、５回やっている中でのアンケート結果みたいなところでの評価です。 

 だから、本当に二、三十名の５回ですから、１００名から１５０名ぐらいの間でのデー

タですので、これが市全体のデータとして捉えていいのかどうなのかというのはまたちょ

っと課題だと思うんですけども、そういった少ない母数の中でのアンケート調査の結果と

いうところで評価をさせていただいております。 

○Ａ委員  その数を使っていいのかなというお話を伺って、実感としてはマイボトルも

マイバックも持ち歩く市民の人、多くなっているような感じがするんですよ。先ほどおっ

しゃったように。するんですけども、この結果では下がってきているので、どこでこの数

字が出てきたのかなという部分が気になって。 

○環境政策課長  あともう１点、気候市民会議の中でも、特別、数字というわけではな

いんですけども、感覚として減ってはいないんだろうけども、減っているという意見はあ

まりなかったんですけども、まだまだ定着が少ないよね、もっともっと増やしていけるよ

ねというところで、着眼点３というのが今力を入れていくべき取組として挙げられたとい

うのが一方ではございます。 

○Ａ委員  何となく分かりました。 

○会長  すみません、補足ですけども、本日、指標がいい悪いとかって話は本筋ではな

いので、あまりその辺は議論しないつもりではあるんですけども、ただ、この指標は本当

に信頼に立って、これに基づいて我々の次の行動を決めていいのかというところは、皆さ

んの中で考えていただきたいと思います。 

 実感としてはかなり高いのに、例えばちょっと下がっているから、もっと頑張らなきゃ

いけないのか、それは違うと思うんです。あくまでこの数値は仮というか、もうちょっと
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ちゃんと言うと、例えば信頼空間の話とか、確率論的にどうかみたいな話をやると、多分

これほとんど差がないって言っちゃったほうがいいと思うんです。何％増えたからどうか

って話にあまり固執する必要ないだろうというふうに専門の方なんか思ってて、なので今

のＡ委員がおっしゃったことというのはもっともでして、確かに減っているというふうに

数字上は出たんだけども、それはそんなに、有意なって言い方をしますけど、そんな有意

な違いではなくて、あくまでそんなに大きく変わってないだろうなと解釈するのが妥当だ

ということであれば、そういうふうにこの中でも取り扱っていただきたいなと思います。 

 指標そのものの問題はあって、すごく難しい課題なので、今日は議論はできませんけど

も、指標は指標なんですけど、皆様方にはどのぐらい信頼に足るかとかも含めまして、何

をしていけばいいのか、どう変えていけばいいのかということを考えていただきたいと思

います。 

 すみません、Ｅ委員。 

○職務代理  同じことを考えていたので。はっきり言って誤差範囲のレベルなので、

３％下がったとか３％上がったとかで一喜一憂している場合じゃないということと、もう

１個は、みんなが意識が高まっているので、例えば５回に４回持ってきていた人は、昔は

マイバック・マイボトル持ち歩いています。でも、今は５回に２回忘れちゃったのが強く

なるんですよね。そうすると持ち歩いてないってなっちゃうので、その辺も含めてマイバ

ッグ・マイボトルの部分と、市民協働の河川清掃、１回減ったからって、それマイナスじ

ゃないと思うんですよね。指標的にも。その辺も含めて判断していく必要があるなと今思

いました。 

○会長  ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。 

○職務代理  じゃ、言いたかったこと。市民協働の河川清掃は、これ市が主催したもの

を数えているということでいいんですかね。 

○環境政策課長  市が主催したものもありますし、あと市民団体が毎月実施しています。

それも数を回収して、一応統計を取らせていただいているということでございます。 

○職務代理  分かりました。TAMA サスティナブル・アワードで学生団体さんだとか、Ｌ

ＧＢＴＱの団体が清掃したりとかもあって、そういうのはもっとたくさんあるし、そうい

うのは協働で、広報を手伝ってあげるのか分からないですけども、認定なのか、協働の協

定を結ぶのかとか、そういうのをやれば、多分これ１０回、２０回というレベルじゃなく
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なっていくんじゃないかと。参加したい人もこの日だったら参加できるとか、こういう団

体と一緒にやってみるだとか、そういうこともあるんじゃないかなと思いました。 

○会長  ありがとうございます。市が関与してないものもあるんじゃないのかというこ

とだと思うんですけども、その辺りは逆に何か把握されたりしていますか。 

○環境政策課長  代表的なところとしての、団体名なので、ここで名前を挙げてもよろ

しいかと思うんですけど、大栗川を楽しむ会というのがございまして、そちらが毎月１回

大栗川で、大栗川も長いですから、場所を変えて行っています。グリーンバードさんとい

う学生団体が行っている、これは全国組織なんですけど、この辺でいくと中央大学さんと

か帝京大学さんとかの学生さんが参加してくれているんですけども、その方たちも直接、

河川清掃ではないんですけども、川の近くで、多摩センターで活動していただいています。

そういったところが主に活動しているところですね。 

 今、Ｅ委員からアドバイスいただいたところなんですけども、確かにそういう選択肢を

幾つか市がちゃんとホームページとかに載せて、情報がちゃんと行き届かせれれば、市民

の方も御自分の都合とかでこの日なら参加できそうだとか、この場所は近いから行けそう

だとか、いろいろ参加のしやすさというのがちょっと上がっていくのかななんて感じまし

たので、そうしたＰＲ・周知はぜひ取り入れて進めていきたいなと思いました。ありがと

うございます。 

○会長  ありがとうございます。ほか。 

○職務代理  すみません、まだ２つあるんですけど、生ごみとか食品ロスだったり、使

い捨ての削減だったりは一般の方には普及啓発になると思うんですけども、企業さんなん

かの場合には、何かを応募したり、入札をかけたりする場合なんかに何らか評価してあげ

るというのが一番効くと思うんですよね。多摩市で何かを入札する。そのときに企業さん

がこういう活動に取り組んでいらっしゃる。それを、例えば１００点満点中２点でも３点

でもいいですけれども、本当に評価してあげるというのは結構効果は大きいかと思ってお

ります。規定を変えるのは結構難しいと思うんですけれども、環境活動は今、評価してい

ると思うんですけども、何か具体的に書き込んであげることはできるかなと思いました。

中身は以上です。 

○会長  ありがとうございます。まずは入札の話とか、実際これは審議会の委員の方で

もいいかもしれないですけども、例えば何となくですけど、昔と比べて入札ってすごい難

しくなっている気がしてて、こういうのがどれぐらい効くのかというのはどうかなという
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のは個人的にちょっと思っているところがありますけども、どうでしょうか。何か委員の

皆様でもいいし、事務局でも構いませんけども。 

○Ｄ委員  Ｄです。今の点ですが、私も、例えば生ごみとか食品ロスの削減の啓発だと

か、使い捨ての容器の削減の取組というのは事業者の皆さんの協力が不可欠で、そこに対

する何らかのインセンティブ、または条件を設定する必要があると思っています。例えば

最近、入札であったり何かを手続するときに、この条件を満たしてないと参加できません

ということも条件として書かれていることがあります。そういった形で、例えばどれぐら

い生ごみとか食品ロスを削減しているとか使い捨て容器削減の対策を取っているかとか、

そういう条件を入れた上で入札に参加できる仕組みをつくっていくと、それによって事業

者の人たちがこういう問題意識をもって社会貢献していかなきゃいけないんだな、という

方向に向かっていくような制度設計をするのがよいと私も思っています。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございます。インセンティブですよね。入札なんかも含めて、イン

センティブを事業者に渡せればいいんじゃないかというアドバイスかと思いますけども、

何か事務局からどうでしょうか。 

○環境政策課長  契約の条件の中にインセンティブを与えていくというのは、社会的に

も世の中的にももう始まっているのかなとは思うんですけども、市役所となると契約事務

規則があったりして、そのルール、そういったポイント制みたいのを入れるというのはな

かなか今すぐには難しいんでしょうけど、一方で仕様書の中にそういうのを入れるという

のはありなのかなというふうには、今すぐできることとして感じました。 

 今、東京都ではディーゼル車規制、石原都知事の時代ですから、もう大分昔の話ですけ

ども、それ以降、いわゆる公害防止条例の中に、東京都でいえば環境確保条例という名前

なんですけど、その中に東京都独自の排ガス規制みたいなのを盛り込んでいるんです。そ

れで、委託事業の中で自動車で荷物を運搬するとか、調査に行くとか、そういった場合、

都内での活動については、都条例の基準を満たしてない車は使用しては駄目ですよ、それ

を仕様書の中に条件として入れて、そうでないと参加できないみたいなところが、現時点

でもう既にそれは実行されていますので、何らかの形でそういう普及啓発を進めていくの

であれば、今教えていただいたところもちょっと加味して、今後は前向きに検討していき

たいと考えています。 

○会長  ありがとうございます。どうぞ。 
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○資源循環推進課長  資源循環推進課長の eでございます。よろしくお願いします。 

 事業系の生ごみの関係ですとかその辺りについて、入札制度の話については、今環境政

策課長が申し上げたとおりだと思っていますし、役所のルールがあったりとかということ

があるので、御意見の趣旨は、この報告は庁内の中でも共有しますので、契約所管のほう

にもお伝えをしていきたいと思っています。 

 企業さんの生ごみの関係でいうと、例えばエコショップ認定制度という制度を資源循環

推進課が事務局としてやっています。その中で、お店に実際に視察にというか、点検とい

うか、認定の調査に行くと、スーパーさんなんかで生ごみを、例えば自ら生ごみ処理機で

処理をしていたりとか、あるいは民間の生ごみが処理できる施設とかに出して、それを堆

肥にしたりとか飼料にしたりとか、あとガス化だとかにして再利用している事例があった

りとかするので、そこら辺の項目があるようなところについては評価点が高くなるという

形になっていまして、多摩市のエコショップ制度って割と、自画自賛になりますが、進ん

でいるところがあって、ごみ袋って今有料化なので、販売店さんに売ってもらっているわ

けです。コンビニさんだとかスーパーさんだとか。販売手数料というのを市がお支払いす

るんです。販売手数料最低限６％とかってあるんですけど、例えばそこの取組状況によっ

てインセンティブをつけて、販売手数料を上げているという制度をやっていて、環境に対

する取組が高いと、ごみ袋を売ったときの市からもらえる手数料が上がっていく、同じ枚

数売っても上がっていくという設計を取っているというのは、割と珍しいことをやってい

るというのがあります。 

 それから、３０００平米を超える大規模事業所については、市のほうで直接、立入調査

というのができるということがあって、再利用計画書とか出してもらった上で、全部を回

れているわけじゃないですけど、例えば新規の施設なんかできたときには、見させていた

だいています。その中で、生ごみのことについて取組なんかやっていらっしゃる事例もあ

って、そういうものはガイドブックをつくっているんですけど、こういう企業さんでこん

な取組やっていますよみたいなことは入れさせてもらって、何年かに一遍それを改定する

ので、そういう新しい情報を入れさせてもらって、ほかの企業さんにも御紹介をさせてい

ただくという取組をさせていただいています。 

清掃工場に持っていく手数料が物すごく上がれば、生ごみってやらなきゃいけないのか

なというところがあるんですけど、今なかなか景気が厳しい状況なので、手数料を上げる

という判断もなかなか難しい中ですけれど、そういった取組ですとか、あるいは近隣にあ
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るような民間の生ごみ処理施設に誘導できるようなことというのは、事務局である資源循

環推進課としても考えていきたいなと思っております。 

○会長  ありがとうございます。 

 ちょっとあれなんですかね、生ごみは総量として減るのが望ましいとは思うんですけど

も、多摩市としては処理量が減るだけでもオーケーとか、そういうことだったりするんで

すかね。民間でやってくれるんなら、それでいいとか。趣旨としては、食品はできるだけ

無駄にしないほうがいいですよねということなんですけども、おっしゃるとおり、一定量

は出てしまうんですよね。なので、ある一定量、これぐらいは許容できるけど、これぐら

いは難しいよねみたいな話で基準みたいなものをつくっていって、やっていくのがいいか

なと思うんですけども、環境問題もほかに移動してなかったことにしちゃうみたいな対策

とか結構あって、生ごみもそういうことにならなければいいなというのはちょっと思って

いるところですので、エコショップですとか、手数料の話とか、いろいろ工夫されている

と思いますけども、そこは一瞬、気になったところですので、指摘させていただきました。

ありがとうございます。 

 ほかはどうでしょう。お願いいたします。 

○Ｌ委員  今のお話の中で入札ということがありましたけども、認証制度みたいなもの

があるかなと思っています。私どもクール・ネット東京のほうで、実は通常の輸送・運搬、

運輸物流分野に係る補助というのをやっておりまして、この中でグリーン経営認証制度を

取っている、ＩＳＯ１４０００を取っている、それと東京都の貨物輸送評価制度で三ッ星

を取っているという運送業者さんを使っていただく方には、荷主の方に補助しますよとい

う補助金を出している。 

 また、このグリーン経営認証制度ですとか、ＩＳＯ１４０００を取得したいという運送

業者さんがいれば、それにも補助を出しているというところがありますので、そういった

脱炭素の物流に関する認証制度というのは様々ございますので、そういったところをイン

センティブの一つの要素として取り上げていただくというのはありなんじゃないかなと今

ちょっと思いました。 

○会長  ありがとうございます。脱炭素とかも含めて、全体でインセンティブを上げる

とか、そういうことも必要なのかなと思います。一つの話だけでやっていると難しいけど、

ほかの課題なんかと一緒に合わせることでやりやすくなるとかそういうのはあるので、そ

の辺りを少しまたお知恵をいただくということをやっていければなと思いました。ありが



-25- 

 

とうございます。 

 ほかはどうでしょう。いかがでしょう。お願いいたします。 

○Ｑ委員  ２点。今の話でいくと、そもそもごみって事業所ごみなので、市が回収して

どうのこうのじゃないんですよ。割と飲食店なんかは、例えば油なんかは回収業者が買い

取ってくれるし、資源として成り立っているんです。事業としては。例えばスターバック

スだったらコーヒーかす、あれは肥料として出されていたりするし、家庭ごみの生ごみ、

何で駄目かと。あれ清掃工場の温度が下がっちゃうとか、そういうこともありますよね。

生ごみで。 

○資源循環推進課長  水分が多ければ、当然燃焼温度は下がります。 

○Ｑ委員  清掃工場って発電もしていますよね。だからそういうところで、各家庭で水

分をしっかり切るとか、ダンボールのコンポスト、私、農業委員会なので農業のほうなん

ですけど、そういうので堆肥つくるというのは、ぶっちゃけ、うちなんかは当然やってい

ますけど、各家庭でというのは難しいかもしれないけど、家庭菜園とかですごくいいもの

ができるので、堆肥として。だからそういうのの啓発のほうが、事業所は結構やることは

やっている。各家庭の収集の生ごみのほうが、僕は市の負担になる部分が大きいと思うん

ですよ。だからそこはしっかり啓発をもっとやっていくべきかなというのは、もしこれが

問題であるのであれば、それがいいかなと思うんです。 

 もう一つ、話し戻っちゃうんですけど、河川の先ほどの清掃、あれ人数減りました。で

も、実際にごみはどのぐらいなんですかというのが問題だと思うんですよ。要はやること

自体も必要ですけど、結果はどうだったかというのが分からなければ、増えているのに人

数減っていますじゃ大問題ですけど、もしかしたらどんどん減っているかもしれないじゃ

ないですか、ごみが。だからそこはどうなのかなと思って、そこは答えられるのかな。答

えられないよね。例えば何袋でもいいですよね、ごみ袋。毎回毎回活動したら、絶対に結

果として、写真とか撮っていると思うんですよ。そういう活動の人たちって。今回何袋ご

みが出ましたとか。だから、そっちのほうが僕は重要かなと思うんですけど。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございます。 

○環境政策課長  しっかりしたデータは今持ってはいないんですけど、最近は参加して

ないんですけど、私も月１回の市民団体の清掃には参加してしているんです。そこで見て

いる中だと、なかなか少ないときもあれば、多いときもあったりして、減っているのか増
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えているのか分からないというのが実態ですね。 

 正直、誰が悪いというわけじゃないんですけど、上流で河川工事とかしていると、それ

に伴ってごみが多い日もあったりして、統計的にどうなのかって言われると、実感として

ですけども、ちょっと分からないですね。今、少しでもいいから、ある要素だけでも特徴

が言えるかなと考えてはいるんですけど、それも今のところないですね。 

○会長  ありがとうございます。これ指標の問題のところもあって、実際どれぐらい頑

張ったかというアウトプット指標と、どれぐらい結果が出てきれいになったかというアウ

トカム指標の２つあって、大体行政で何かやるときは、アウトプットどれだけ頑張ったか

というので指標をつくることが多いと思うんです。 

 今回はどれだけ頑張っているかというので、まさにアウトプットというやり方で指標を

つくっていると思うんですけども、本来であれば、市民がどれぐらい意識が高くなったか

という話と、あとそれによってどれぐらいきれいになったかという結果の話を本当は指標

に持っていくほうがいいんだろうなということと、今の御意見というのはすごい関係して

いるかなと思ってはいるんですけども、実際河川のごみが減っているということが本当だ

ったら大事なんですよね。きっと指標というか、市としては。参加者が増えたからという

よりは、ごみが減っているとか、みんな気にするようになって捨てなくなってきれいにな

っているというのが、本当だったら目指すべき方向なので、その辺りは今回の中では変え

るとかという話にならないと思うんですけども、今後の中間見直しとか、そういった大き

な計画の改定の中でこういう指標を、どんなに頑張っても我々の社会よくならないじゃな

いですかということがあるのであれば、改定とか、少し指標を考え直すみたいなものをや

っていく必要があるかなとは思います。 

 すごい大事なポイントだと思います。人が増えても変わらなきゃ、確かに意味がないよ

ねというのはそのとおりで、いろんな指標にそういう同じような問題を抱えているところ

がありますので、急には変えられないところではあるんですけども、ぜひそういったとこ

ろを指摘いただきたいと思います。 

 大腸菌が増えているとかｐＨが変わったというのも、季節的にたまたまなっちゃったみ

たいな話というのであれば、指標がよくないんですよね。何回かのうちの何回とか、そう

いう話にしちゃわないといけないとか多分あると思うので、それに振り回されるぐらいだ

ったら指標を考え直すというのは必要かなと思いますので、今みたいな御意見あればぜひ

多摩市の中でも考えていただきたいなと思います。 
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○環境政策課長  ありがとうございます。 

○Ｎ委員  ちょっと話が戻っちゃうと思うんですけど、食品ロスとか生ごみというのは

確かに家庭のほうが結構課題だと思っていて、私は東京ガスの人間なんですけど、エコク

ッキングって結構やっているんです。エンドユーザーさんって言い方しますけど、市民の

方との接点が多い中で、エコクッキングでいろいろとお伝えしていますのが、例えば先ほ

どお話がありましたけど、生ごみ出すときにもうちょっと絞って、軽量化して水分を減ら

そうとか、あと買い方ですよね、スーパーの方は売上げが減っちゃうかもしれないですけ

ど、食べ切れる量を買いましょうとか、ニンジンの角を切ってなるべくごみを減らしまし

ょうということをＰＲしているんです。 

 先ほどこの３にも関わると思ったんですけど、ＳＮＳ発信をなさっていますよね。そう

いうところで、市民の方が多いと思うんですけど、お宅では最後のごみ絞っていますかで

すとか、買物たくさん買い過ぎていませんでしたかとか、一言添えると、あれＳＮＳをど

のくらいの方がやられているかというのはあるんですけど、お金もはっきり言ってかから

ないと思いますので、時間はかかるかもしれませんけど、そういった地道な周知というの

が、長い目でいくと効くんじゃないかなと思います。 

○会長  ありがとうございます。対症療法的な気にするような行動だけではなくて、

徐々に徐々に意識を変えていくとか、ゆっくりゆっくり変えていかなきゃいけない部分と

かもありますので、例えばＳＮＳ的なものを使うとか、情報がもし問題だったとしたら、

そういうやり方とかで、例えばやれることも確かにできるのかなと思いました。 

 実際に多摩市だと、水を切るみたいな話は結構やられていませんか。 

○資源循環推進課長  水切り袋をつくって、啓発活動で配らせていただいたりとか、こ

の前も気候市民会議のメンバーの方にはお配りさせてもらって、これこういうものですけ

どということで説明させてもらって、お配りさせていただいています。また、出前説明会

とかにもよく行くので、そういうところでも御説明をさせていただいています。 

 ＳＮＳの話、実は予算要望とかもしているんですけど、なかなかつかなかったりとかす

るので、こういう会議で言っていただけると、我々としても後押しになってありがたいな

というところがあるんですけど、実はたまたま昨日、多摩テレビさん、地元のローカルテ

レビ局ですけれど、去年も実は動画撮影をやってもらって、それでごみの分別、特にリチ

ウムイオン電池なんかがよく火災が発生するので、ごみの捨て方だと、これはちゃんと小

型家電・金属でやれば不燃ごみで出さなくて済むんだよとかというのを、うちの職員が家
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庭を使ってやったんです。昨日実は第２版というのをつくって、まさに食ロスの話で、買

い過ぎないとか、無駄にしないというのをメインに動画をつくって、２月ぐらいに多摩テ

レビさんのほうで放映される予定ですので、多摩テレビを見られる方はぜひ御覧いただけ

ればというところでございます。 

○会長  ありがとうございます。じゃ、多摩テレビを見ましょうということですけど、

もし本当にこれ市民に問いかけるのであれば、各部署で、言い方は悪いですけど、片手間

的にやっても多分あんまり効かないと思うんです。大体人を巻き込むときは、それ相応の

ちゃんとした広報チームをつくったりとかするので、そういうきちんとしたチーム体制を

組んで、しっかりやるということをやっていかれるといいかなと思います。どうもありが

とうございます。 

 どうでしょう。ほか。 

○Ｐ委員  今ごみとあとプラスチックの話が出ましたので、３－３の食の地産地消なん

ですけども、私も２０年ぐらい前だと市民農園を、私、聖蹟桜ヶ丘に住んでいますので、

かなりありまして、あそこを三、四年使わせていただいたんですけども、本当に今どんど

ん市民農園がなくなっていって、私が使っていたところもたしか保育園になっています。 

 この取組の中では、事業者は市民農園の開設を検討しますという形で、事業者に市民農

園の開設を求めるんですけれども、市は啓発だけやるということで、市も空いている市有

地であったり、あるいは公園の一角であったり、そういうところを活用することによって、

食の地産地消というのは何も農業従事者がつくっているものを私たちがいただくというだ

けじゃなくて、自分がつくったものを自分でいただくというのも食の地産地消の普及の中

に含まれていると思いますので、市としても積極的に、市民が農業に触れる、そこでつく

ったものを自分で食するということを積極的にやるならば、何も旗振るだけじゃなくて、

積極的に空いているところであったり、そういうところを提供するようなことも含めたほ

うが、アグレッシブな取組としていいのではないかなと思っています。全般的に市の場合

は、ごみもプラスチックも食も全て啓発ということで、高いところに立って旗振っている

だけじゃというのはいただけないかなと。 

 食については、本当に多摩市は緑の多いところで、公園も多いところで、また市有地で、

うちの近くなんかは代替地としてずっと何十年も空いているような土地があったりします

ので、そこはちょっともったいないなと思いますので、積極的に３－３を取り組むのであ

るならば、市としてもそういうことぐらい考えてもいいのではないかなと思いました。 
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○会長  ありがとうございます。市民農園という、市営の農園みたいなのとかはできる

んじゃないのかということかと思うんですけど、何か難しいところありますか。 

○公園緑地課長  公園緑地課長のｄでございます。今、公園の話が出ましたので、少し

御紹介させていただきたいと思うんですけども、まず公園の中に農地というのは、数年前

に分区園制度というのができまして、公園の中に設置できる施設というのは都市公園法で

決まっているんですけども、そういった農園的なものも置けるようなことになりまして、

ひとつそういうふうな検討をしてきているというのがございます。 

 今ちょうど市の中にたくさん公園がありまして、それの機能の今後の在り方を考えてい

こうということで、公園の機能再編という取組を進めている中で、市民の皆さん、利用者

の皆さんと意見交換しながら公園の在り方を考えていこうというのをやっている中で、分

区園というのも提案させていただいているんですけども、市民の皆さんの分区園に対する

要望ってそこまで高くないなというのがあって、今２年間で４地区やっているんですけど

も、やっている中で、分区園をやることでの近隣居住者への影響のも結構懸念される声な

んかもあったり、そういった課題もあるのかなと思っています。 

 一方で、それとは別に、農業に特化した農業公園というのも、今、各地域で盛んになっ

てきておりまして、実は多摩市でも連光寺６丁目のほうに農業公園の開設を今目指して、

取組を進めてきているところでございます。この農業公園については、来年度、整備工事

に入る予定でございまして、開園はその２年後ぐらいに予定しているんですけども、その

中で農業に触れ合える体験、そうしたものも提供できるような取組を予定しておりますの

で、ひとつこの農業公園というのが大きな取組の一歩になるのかなと市のほうでも考えて

いるところでございます。 

○会長  ありがとうございます。 

○Ｐ委員  農業公園のことはたま広報かなんかで私も知りましたので、それも含めて、

今、公園の活用もあるんじゃないかなということを発言させていただいたわけで、公園以

外にも多摩市には使ってない市有地等もあるわけですから、それを永久に畑にするという

ことでなくても、圏内にそういうものを増やすことが、言ってみれば３－３の趣旨を現実

化することであるということですので、公園に限った取組じゃなくて、とにかく昔、「た

がやせ日本」というキャッチフレーズがあったんですけれども、３－３を真剣に取り組む

ならば、それと同じようなことをやられたらどうかという話です。 

○会長  ありがとうございます。これ以外にもそういう可能性があるということと、あ
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と農家の皆様方との連携とか、いろんな可能性があると思いますので、その辺りもぜひ御

検討していただければなと思います。 

 すみません、ちょっと時間が大分延びてきてしまったので、本日の議論についてはここ

までにさせていただきまして、次回、具体的な提案みたいなものを皆様からいただきたい、

それについての議論をしたいというのが次回になります。ですので、僭越ではございます

けど、皆さんに宿題ということでして、これ大量の資料になりますけど、こちらをいま一

度精読いただきまして、特に着眼点３につきまして、多摩市としては今後どういうふうに

進めていけばいいのかみたいなことをお考えとかまとめていただいて、次回の審議会の中

で御提案いただければと思います。 

 それでは、年末で、もうそろそろお正月モードでございますけども、ちょっと重い宿題

というか、結構大変な宿題をお渡しすることは大変気が引けますけども、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは、すみません、時間が過ぎてきてしまいましたけども、議題のほうは終わりに

しまして、報告のほうに移りたいと思います。報告案件ですけども、１つ目、第三次多摩

市地球温暖化実行計画（事務事業編）令和６年度実施状況報告について、こちら説明をお

願いいたします。 

○地球温暖化対策担当課長  では、すみません、多摩市地球温暖化実行計画（事務事業

編）令和６年度の状況について御報告させていただきます。資料は１４０分の１１５頁か

らとなりますので、御確認をお願いします。１１５頁、表紙という形になりますので、内

容は１頁めくっていただいて１１６頁からという形でございます。 

 １１６頁を開いていただきまして、こちらのほう、計画の趣旨等についてでございます。

計画に関しましては令和６年３月に策定しまして、地球温暖化対策の推進に関する法律、

温対法と言われているものでございますが、こちらに基づきまして、市が行う事業から排

出される温室効果ガスの削減を図るための措置を定めているものでございます。期間に関

しましては令和６年から令和１５年まで、本報告書は令和６年度、昨年度の結果に対する

報告という形になります。 

 次に、本計画に対する温室効果ガスについてでございますが、温対法では温室効果ガス、

７種類決められておりますが、本計画ではそのうちの排出実績があります二酸化炭素、メ

タン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、こちらの４種類を対象とさせていただ

いて、計算をしているという状況でございます。 
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 計画の位置づけについては図のとおりでございますが、市政の最上位の計画であります

第六次多摩市総合計画の具体化をするというところで、多摩市みどりと環境基本計画、そ

の事務事業の方向性を示すものが、今回の計画という形になっているところでございます。 

 次の頁を御覧ください。温室効果ガスの削減目標でございます。国の計画では、令和１

２年度において温室効果ガスを平成２５年から４６％削減することを目指し、さらに５

０％の高みに挑戦をし続けていくという形でされている。さらに細かく各部門ごとの削減

目標が定められている状況でございます。公共施設に関しましては、平成２５年から５

１％の削減が国の計画でも定められておりますので、多摩市の計画におきましても、令和

１２年度（２０３０年度）に温室効果ガスの５１％を削減することを目標にしています。 

 具体的に言いますと、基準年、平成２５年の１万２,８０５トンから令和１２年に６,２

７４トンまで削減していくという目標としているところでございます。計画の詳細につい

ては、別途で資料を添付しておりますので、お時間があるときに見ていただければと思い

ます。 

 さらに資料を１頁進めていただければと思います。令和６年度の温室効果ガスの排出状

況についてでございます。令和６年度は温室効果ガスの総排出量が７,３９５トンとなり、

令和５年度と比較して１８.８％の削減となりました。基準となる平成２５年と比べても、

４２％の削減という形になっているところでございます。令和５年度からのＣＯ２の削減

の大きな要因ということでございますが、こちらに関しましてはエネルギー使用量に関し

ては実際上がっている状況でございますが、電気のＣＯ２の排出係数が大きく下がったこ

と、あと多摩市の公共施設のほうでＣＯ２ゼロの電気に切り替えていったことがありまし

て、大きく下がってきたという状況でございます。令和１２年度の５０％削減に向けて、

しっかりと削減をしていきたいと考えているところでございます。 

 資料の説明は以上という形になります。 

○会長  ありがとうございました。ただいまの資料の御説明に関しまして、何か御質問

等ございますでしょうか。 

○Ｏ委員  いいですか。 

○会長  お願いいたします。 

○Ｏ委員  電気の排出係数が下がったというのは、電気をつくるときに排出されるＣＯ

２の割合が下がったという意味ですか。 

○地球温暖化対策担当課長  こちらに関しましては、各社が電気を販売するときにどう
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いう電気を使って送っているのかというので、排出係数がそれぞれ違っていたりするんで

すけれども、そちらのほうは全体的に平均値としても下がっていますし、多摩市が使用し

た電気に関しては排出係数がゼロの電気を多く使っていますので、それによって多摩市の

ＣＯ２排出量が減少した。 

○Ｏ委員  分かりやすく言うと、再エネ電気を使っているということでよろしいですか。 

○地球温暖化対策担当課長  そうです。 

○Ｏ委員  分かりました。 

○会長  ありがとうございます。 

 ほかどうでしょう。いかがでしょうか。お願いいたします。 

○Ｎ委員  先ほど御説明ありましたけど、令和５年、６年で電力量がちょっと上がって

いるということですね。このところ猛暑が続いているので、夏の冷房は必ず増える方向に

働いて、設定温度を上げるとか、止めるというのはやるべきじゃないと思うんです。ただ、

空調以外を除いて、電力量がほかの要因で上がっている理由、何かありますかね。ちょっ

とざっくりした聞き方の仕方なんですけど。 

○地球温暖化対策担当課長  令和５年度から６年度にかけて、例えば中央図書館が令和

５年度に出来上がっているんですが、半年ぐらいしか使ってなくて、令和６年度は１年間

分使ったとか、市庁舎の中で実は令和５年度、電気の逼迫という状況がありまして、エレ

ベーターが片側だけ２台あるんですけど、そのうちの片側だけの運転にしたという形で令

和５年度やったんですが、そちらのほうも逼迫の状況であれば皆さん我慢できるんですけ

れども、逼迫が過ぎてしまうとレベーターが全然来ないという苦情も起きてしまって、令

和６年度に関しては両方、通年で使ったという状況もございました。 

 また、先ほどちょっと話がありましたが、学校に関しては４施設にエアコンをさらに追

加したというところもございまして、こちらのほう健康であったりとか、命というところ

と比べてしまうと、さすがに全てやめるということもできないという状況でございます。 

 実は空調に関しましては、電気というよりもガスのほうがエネルギー効率がよかったり

するところもありまして、ガスを非常に使っているんですが、今回、資料の一番最後の頁

に二酸化炭素とメタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンとあるんですが、メタ

ンという項目が実は２０１３年に２８トンから５３トンまで増えています。こちらに関し

ましては、先ほど言った空調に関してはガスのほうが電気よりも効率がよかったというと

ころがあって、ガス化をしているところがあって、そこの部分が少し伸びてしまっている。
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そちらに関しましても、今のこの異常なほどの猛暑等の対応というところもありますし、

これからも学校の体育館へのエアコン設置、総合体育館は避難所になっていますので、そ

ういうところへのエアコン設置というのが市の内部では決まって、進んでいるところでご

ざいますので、若干のエネルギー増に関しましては許容した上で、二酸化炭素の排出量の

５０％削減というのはしっかりと対応していきたいと市としては考えている状況でござい

ます。 

○会長  ありがとうございます。 

 どうでしょう。どうぞ。 

○職務代理  電気の切替えが進んできているということで、今ＣＯ２は減っているんで

すけども、市の目標に対してまだ再エネ電気への切替えの余力というか、まだまだ切り替

える施設があるのか、それとも割と一段落で、ここからまた違う形で頑張っていかないと

いけないのかという辺りはいかがでしょうか。 

○地球温暖化対策担当課長  市役所が電気の契約をしている施設に関しては、市の判断

だけで変えられるんですけれども、一部テナントとして入っているところに関しては、テ

ナントさんのほうで電気の契約をされているところもあります。またあと、指定管理者に

よって管理をしていただいているところは、指定管理料を安くするために安い電気を自由

に設定していいですという条件をつけている施設もございます。そういうところも含めて、

今後２０３０年に向けては対応を考えていかないといけないかなと思っているところでご

ざいます。 

○職務代理  ありがとうございます。 

○会長  ありがとうございます。 

 そろそろよろしいでしょうか。こちら事業所のほうでも結構進んでいるということで、

かなり排出係数って大きいなという感想を持ちましたけども、進んでいるということの御

報告でした。どうもありがとうございました。 

 それでは、報告のほうは以上となりまして、最後、その他になります。その他ですけれ

ども、事務局から何かございますでしょうか。 

○環境政策課長  事務局からの連絡です。本日も充実した議論を御議論していただき、

誠にありがとうございました。事務局からは１点、その他として報告させていただきます。 

 次回、第２回の審議会の日程の確認をさせていただきたいと思います。既に日程調整は

させていただいているとおり、第２回は令和８年２月２０日金曜日１０時から２時間程度
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を予定しております。後日、開催通知はメール等でお送りいたします。 

 事務局からの連絡は以上となります。 

○会長  ありがとうございます。特にその他報告等はございませんので、本日の審議、

一つ重い話と、あとは報告がありましたけども、以上になります。全体を通しまして皆様

から何かございますでしょうか。 

○職務代理  次回に提案とかをやるということですが、その前に一旦事務局にお送りす

るだとか、そういうので調整中というか、宿題ですね、２月２０日にたくさん出てくるの

か、ある程度絞っていくのかとか、その辺りどうされますか。今日の議論だと結構長いと

思ったので。 

○環境政策課長  次の議論を円滑に進めるためにも、あらかじめ御意見等いただいてお

くと、私たちもそれを事前に把握して、お答えできるものはその答えも準備しておくこと

ができますので、今、事務局と話をしましたけども、１月末までに御意見等いただければ

幸いです。よろしくお願いいたします。 

○会長  では、フォーマットというか、自由に意見を述べるというやり方で。 

○環境政策課長  そうですね。 

○会長  分かりました。今回のこちらの着眼点３に関しまして、いろいろとこうしたほ

うがいいんじゃないかとか、そういったものを含めて自由に回答いただくということを１

月の末までにするということで、こちらは改めて事務局のほうから御連絡を差し上げるこ

とになりますけども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○環境政策課長  よろしくお願いいたします。 

○会長  ありがとうございます。多分そのほうが円滑に進むかと思います。 

 ほかはどうでしょう。いかがでしょう。よろしいでしょうか。 

 それでは、特になければ、本日はこれをもちまして第１回目のみどりと環境審議会を終

了したいと思います。本日もどうもありがとうございました。 

午前１１時５５分閉会 


